
 

大学等計 大学 短大 高専 専修

26.3卒 78.6 79.7 73.9 100.0 77.2
27.3卒 81.0 82.5 76.6 97.7 78.6
28.3卒 81.5 82.6 80.4 95.5 78.3
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図１ 就職内定率（各年1月末現在）
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平成 28 年３月新規大学等卒業者の就職内定状況 
～大学生等の就職内定率は 81.5％（前年同期比 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ上昇）～ 

 
福島労働局（局長 引地 睦夫）は、平成 28年 3 月に福島県内の大学等を卒業する学

生について、平成 28年 1 月末現在における就職内定状況を取りまとめました。 
 

【就職内定率等】 
 

 

◎ 大学等計      ８１．５％（前年同期比 0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ増） 未内定者数 809 人 

                                                   （前年同期比 15.8％減） 

○ 大学       ８２．６％（ 同    0.1 ﾎﾟｲﾝﾄ増） 未内定者数 416 人 

○ 短期大学      ８０．４％（ 同    3.8 ﾎﾟｲﾝﾄ増） 未内定者数 148 人 

○ 高等専門学校  ９５．５％（ 同    2.2 ﾎﾟｲﾝﾄ減） 未内定者数  5 人 

○ 専修学校     ７８．３％（ 同    0.3 ﾎﾟｲﾝﾄ減） 未内定者数 240 人 

 
 

平成 28年 2 月 24 日 
【照会先】 

福島労働局職業安定部職業安定課 

課  長    菊田  稔 

課長補佐    秋元 初雄  

地方職業指導官 深谷 久美子 

電話 024-529-5396（直通） 

福島労働局 Press Release 

※本データは福島労働局管内の大学等の協力により、学生からの報告等によって可能な範囲で把握した

数字を取りまとめたものです。報告のない学生は未内定者として計上している場合があります。  
※新規高卒者の職業紹介状況に使用しているデータとは集計の方法が異なります。 



計 うち県内 うち県外 計 うち県内 うち県外 計 県内 県外

(a) (b) （C） (d) （e） （f） （g） （e/b） （f/c） （g/d） （b-e）

28.3卒 5,403 4,368 2,512 1,856 3,559 2,006 1,553 81.5 79.9 83.7 809

27.3卒 5,984 5,066 2,749 2,317 4,105 2,086 2,019 81.0 75.9 87.1 961

前年同期比
（％）(point)

▲ 9.7 ▲ 13.8 ▲ 8.6 ▲ 19.9 ▲ 13.3 ▲ 3.8 ▲ 23.1 0.5 4.0 ▲ 3.4 ▲ 15.8

28.3卒 2,914 2,392 1,063 1,329 1,976 862 1,114 82.6 81.1 83.8 416

27.3卒 3,363 2,909 1,170 1,739 2,400 864 1,536 82.5 73.8 88.3 509
前年同期比
（％）(point)

▲ 13.4 ▲ 17.8 ▲ 9.1 ▲ 23.6 ▲ 17.7 ▲ 0.2 ▲ 27.5 0.1 7.3 ▲ 4.5 ▲ 18.3

28.3卒 850 756 543 213 608 431 177 80.4 79.4 83.1 148

27.3卒 835 730 554 176 559 401 158 76.6 76.6 89.8 171
前年同期比
（％）(point)

1.8 3.6 ▲ 2.0 21.0 8.8 7.5 12.0 3.8 2.8 ▲ 6.7 ▲ 13.5

28.3卒 206 112 41 71 107 41 66 95.5 100.0 93.0 5

27.3卒 248 128 47 81 125 47 78 97.7 100.0 96.3 3
前年同期比
（％）(point)

▲ 16.9 ▲ 12.5 ▲ 12.8 ▲ 12.3 ▲ 14.4 ▲ 12.8 ▲ 15.4 ▲ 2.2 0.0 ▲ 3.3 66.7

28.3卒 1,433 1,108 865 243 868 672 196 78.3 77.7 80.7 240

27.3卒 1,538 1,299 978 321 1,021 774 247 78.6 79.1 76.9 278
前年同期比
（％）(point)

▲ 6.8 ▲ 14.7 ▲ 11.6 ▲ 24.3 ▲ 15.0 ▲ 13.2 ▲ 20.6 ▲ 0.3 ▲ 1.4 3.8 ▲ 13.7

　２ 　平成28年度の大学等卒業予定者を対象とした求人公開日は6月1日になります！

 就職・採用活動に関する開始時期　　

卒業・修了年度直前の3月1日以降（昨年度から変更なし）

卒業・修了年度の6月1日以降（昨年度は8月1日）

 ハローワークにおける求人公開日 

6月1日以降（昨年度は8月1日）

福島労働局

卒業予
定者数
(人）

就職希望者数(人）

平成28年3月大学等卒業者の就職内定状況
平成28年1月末現在

就職内定者数(人） 内定率(%) 未内定
者数
(人）

求人公開

　1 　平成28年3月１日（火）から大卒等求人の受付が始まります！

区分・年度

広報活動

選考活動

専
修

19
校

合
計

34
校

大
学

9校

短
大

5校

高
専

1校

ハローワークでは、平成29年3月に大学院、大学、短大、高等専門学校、専修学校及び公

共職業能力開発施設卒業（修了）予定者を対象とした求人の受付を平成28年3月1日から開始

します。将来、企業や地域の発展につながる若い人材確保のため、早期に採用計画をご検討

のうえ、一人でも多くの学生に応募機会を与えていただきますようお願いいたします。

また、平成28年3月1日から就労実態に関する職場情報を新卒者等に提供することが、若者

雇用促進法によって義務付けられました。積極的な情報提供を進めるため、ハローワークに

新卒向け求人の申込みを行う場合には「青少年雇用情報シート」を求人申込書とあわせてご

提出ください。

なお、若者雇用促進法の詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html ）

お知らせ



平成28年度の大学等卒業予定者を対象とした
求人公開日は６月１日になります！

大学等卒業予定者の採用をお考えの事業主の皆さま
大学等卒業予定者の皆さま
ハローワークからのお知らせです。

求人公開日前であっても、大学等卒業予定者を対象とする就職相談やセミナーを実施しています。
また、既卒者を対象とした各種支援も実施していますので、「新卒応援ハローワーク」の窓口で
ぜひお尋ねください。

「新卒応援ハローワーク」の支援メニュー（ご利用はすべて無料です）
○ 全国のネットワークによる豊富な求人情報の提供・職業紹介・中小企業とのマッチング

○ 職業適性検査や求職活動に役立つ各種ガイダンス・セミナーなどの実施

○ 担当制の個別支援（定期的な求人情報の提供、応募先の選定や就職活動の進め方の相談、
エントリーシートや履歴書などの作成相談、面接指導など）

○ 臨床心理士による心理的サポート

○ 求職者の希望を踏まえた個別求人の開拓 など

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

「新卒応援ハローワーク」における就職支援について

大学、短期大学と高等専門学校の平成28年度卒業・修了予定者から、就職・採用
活動のスケジュールが変更になります。これを踏まえ、ハローワークにおける求人
公開日も変更になります。

なお、大学等卒業予定者を対象とする求人のうち、既卒者の応募が可能で、通年採用（入
職時期を限定しない）が可能な求人については、早期に就職を希望する既卒者への職業紹
介に活用するため、求人受理時に通年採用の可否を確認させていただきます。

「新卒応援ハローワーク」とは･･･大学等卒業予定者や既卒者の就職を支援する専門のハローワークです。

大学等卒業予定者の就職・採用活動に関する開始時期の変更

広報活動
卒業・修了年度に入る直前の３月１日以降

（昨年度から変更なし）

選考活動
卒業・修了年度の６月１日以降

（昨年度は８月１日）

ハローワークにおける求人公開日の変更

求人の受理 ３月１日以降

求人の公開

大学等卒業予定者に対する職業紹介

６月１日以降

（昨年度は８月１日）

LL280113派若01



青少年雇用情報シートの
書き方のポイント

平成28年３月１日から、労働条件を的確に伝えることに加え
て、平均勤続年数や研修の有無及び内容といった就労実態な
どに関する職場情報を新卒者等に提供することが、若者雇用
促進法によって、義務づけられました。

この仕組みにより、新卒者等が企業の就労実態などを理解し
た上で応募してくるようになります。ミスマッチによる早期
離職を解消し、若者が充実した職業人生を歩んでいくための
適職選択の支援だけでなく、企業が求める人材の円滑な採用
にも役立ちます。

また、積極的な情報提供を進めるため、ハローワークに新卒
向け求人の申込みを行う場合には、「青少年雇用情報シート
」の全ての項目をご記入いただき、求人申込書とあわせてご
提出ください。

なお、「青少年雇用情報シート」の記入方法については、２
～３ページをご参照いただきますようよろしくお願いいたし
ます。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

提供する情報についての留意事項

・ 企業グループ全体として求人の申込みを行い、グループ
傘下の各企業への配属は入社の時点で決定するといった
ような採用形態の場合は、配属の可能性のある企業それ
ぞれについて、１枚ずつシートを作成してください。

・ 海外支店等に勤務している労働者については除外した情
報としてください。

・ 最新の情報を提供してください。

青少年雇用情報シートの取扱いについて

・ 大卒等求人の「青少年雇用情報シート」については、ハ
ローワークの求人情報提供端末において、求人票とあわ
せて求職者に公開されます。

・ 求人の申込みの時点で未記入となっている項目がある場
合に、求職者から照会があった際は、あらためてハロー
ワークから問い合わせさせていただきます。照会のあっ
た項目についてもご提供いただけますよう、ご協力をお
願いいたします。

新卒者等の求人事業主の皆さまへ

ご不明な点は、お近くの都道府県労働局、ハローワークにお問い合わせください。

若者雇用促進法 検 索

若者雇用促進法や、青少年雇用情報などの詳しい内容につきましては、
厚生労働省のホームページからご覧いただけます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html
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新卒者等
新卒者のほか、新卒者 と同
じ採用枠で採用した既卒者な
ど、新卒者と同等の処遇を行
うものを含みます。

平均継続勤務年数
労働者ごとのその企業に雇い
入れられてから記入日の時点
までに勤続した年数を合計し
た値を、労働者数で割って算
出します。

従業員の平均年齢
若者雇用促進法に基づく青少
年雇用情報の項目ではありま
せんが、参考値として、記入
日時点での平均年齢も可能な
限り記入してください。

可能な限り全ての項目を記入していただくようお願いします。

全ての項目を記入することが難しい場合でも、情報提供の義務（以下のシートサンプルにおける
１～３の３類型それぞれで１項目以上の情報提供）にとどまらない積極的な情報提供をお願いい
たします。

情報の範囲
求人区分に応じて、企業全体の
正社員／正社員以外（※）別の
情報を提供してください。

※ 正社員以外の情報は、期間雇
用者や派遣等、いわゆる正社
員以外の直接雇用の労働者全
てに関する情報としてくださ
い。

追加の情報提供
求人申込みを行っている採用区分
（例：総合職／一般職）や事業所
別などの情報についても、追加情
報として極力記入してください。

※ 追加の情報については、貴社
の任意の区分の情報で構いま
せん。

※ 複数区分での情報を提供され
る場合は、シートを追加して
ください。

月平均所定外労働時間・有給休
暇の平均取得日数の対象者
管理的地位にある者については算
出対象から除いて構いません。
また、有給休暇が付与されていな
い者については、有給休暇の平均
取得日数の算出対象から除いて構
いません。

役員に占める女性割合及び管理
的地位にある者に占める女性割
合
求人区分に関わらず、貴社に雇用
される全ての労働者に関する情報
としてください。

※ 管理的地位にある者とは、原
則としていわゆる課長級以上
が該当します。

制度として就業規則や労働協約に規定されていなくても、継続的に実施しており、
かつそのことが従業員に周知されていれば「有」と記入してください。

研修の有無及びその内容

具体的な対象者または内容を示してく
ださい。全ての研修の内容を書き切れ
ない場合は、主な研修の内容のみ記入
してください。

自己啓発支援の有無及びその内容

教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤
務制度がある場合は、その情報を含め
て記入してください。他には、配置等
についての配慮、始終業時刻の変更、
資格取得の費用補助等もこの欄に記入
してください。

キャリア・コンサルティング制度
の有無及びその内容

セルフ・キャリアドック（※）がある
場合は、その情報を含めて記入してく
ださい。キャリアコンサルティングを
実施する者が企業に雇用されているか
どうか、また資格の有無は問いません
が、企業内の仕組みとして実施されて
いることが必要です。

研修の有無及びその内容
具体的な対象者または内容を示して
ください。全ての研修の内容を書き
切れない場合は、主な研修の内容の
み記入してください。

社内検定等の制度の有無及びその
内容

自社で実施する社内検定制度のほか、
業界団体が実施する検定を活用する場
合も「有」と記入してください。

※セルフ・キャリアドック
労働者のキャリア形成における「気
づき」を支援するため、年齢、就業
年数、役職等の節目において定期的
にキャリアコンサルティングを受け
る機会を設定する仕組み。

１～３の類型とは、以下の情報を指します。

１ 募集・採用に関する情報
２ 職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況
３ 職場への定着の促進に関する取組の実施状況

３．職場への定着の促進に関
する取組の実施状況に関
すること

２．職業能力の開発及び向上に関する取組の実施状況に関すること

１．募集・採用に関する情
報に関すること

2 3


